
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進・策定体制
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構成

構成

本部長　市長

・パブリックコメント 副本部長　副市長

・関係団体等ヒアリング 本部員　部長級職員

任務

職務 計画の策定・推進

計画の策定・推進

構成

座長　高齢福祉室長

副座長　高齢福祉室参事

幹事会員　関係室課及び本部員が

　　　　　所属する部の庶務担当

　　　　　室課（ただし関係室課

　　　　　がない部に限る）の

　　　　　課長級以上職員

職務

計画の策定・推進

計画策定の
諮問

推進の
進捗報告

関　係　機　関

【関係機関との調整】

大阪府

調整

市　民　等 行　　政 附　属　機　関

吹田市高齢者保健福祉施策・
介護保険事業推進本部

吹田市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画推進委員会

連携

【市民ニーズ、実態把握】

【市民意見等聴取】

高齢者等実態調査等

反映

吹田市福祉審議会

答申
本部会

幹事会

報告 指示

学識経験者、市内の社会福祉を目的
とする団体又は公共的団体の代表
者、介護保険事業又はその他の高齢
者の福祉に関する事業に従事する
者、関係行政機関の職員、市民

報告


